
資料１ 宿泊税導入事例について

区政要覧より引用

トラベルジャーナルオンラインより引用

観光経済新聞より引用

BFH公式ホームページより引用



資料２ 福岡市宿泊税の活用方法事例について

福岡市令和4年度に宿泊税を活用した事業のご報告より引用



現状 STEP1（益戸提言）

資料１ 港区の基金運用プラン

〈現預金〉

約1100億円×0.018%
＝1800万円

〈債券運用〉

約900億円×0.1%
＝9000万円

〈現預金〉

約500億円×0.018%
＝約900万円

〈債券運用〉

約1500億円×1%

＝15億円

〈方法〉

運用上限の見直し
運用額の増額

STEP2（さいき案）

〈現預金〉

約500億円×0.018%
＝約900万円

〈債券運用〉

約1500億円×3%

＝45億円

〈方法〉

外国債の購入

短期的元本割れの許容



資料２ 各自治体の基金運用の状況

2022年度資金運用実績

大分県国東市益戸氏資料より

港区の運用利回り「0.05%」はまず「1％程度」まで改善が急務



次に、基金運用の利回り向上施策についてのお尋ねで
す。

基金は、地方自治法において、確実かつ効率的に運用
することが定められています。

このため、区では安全性・流動性・効率性の確保を基
本原則とした「港区公金管理運用方針」を定め、金融
の専門家でもある港区公金管理アドバイザーからも助
言をいただきながら管理・運用しております。
金融市場は、長期にわたり低金利が継続していますが、
区民の財産である基金につきましては、引き続き、
安全性の確保を第一とし、緊急時にも即時対応できる
流動性を十分確保した上で、利回りの動向にも注視し
ながら慎重に管理・運用してまいります。

次に、基金運用の在り方の検討についてのお尋ねです。

区では、基金の運用に際して、元本を損なうことの
ない安全性と、付属の事態にも必要な資金をすぐに準
備できる流動性を確保することが最重要と考え、その
上で、最大の利回りが得られるよう運用しております。

運用にあたっては、金融や経済の情勢を考慮しなが
ら、運用収益の向上を図るために新たな金融商品の選
択や運用期間などについても検討しております。

今後も、他自治体の先進事例の研究や港区公金管理
アドバイザーからの専門的知見に基づく助言により、
基金運用の在り方について検討してまいります。

令和5年 第2回定例会 令和6年 第1回定例会

資料３ 基金に関するさいきの質問への区長答弁



資料４ 大分県国東市の益戸氏による港区への提言（抜粋）

益戸 健吉

経歴

⚫ 大分県国東市 資金戦略専門員
⚫ 税務課長だった53歳から関西学院大学経営戦略研究科へ進学

⚫ 公金管理改革実行についての論文をまとめ平成30年博士号取得

益戸
提言

（抜粋）

提言①債券運用する金額を増やすべき
＜港区＞
現預金比率54.4%/債券45.6%(現預金の利回り約0.02%)
＜国東市＞
現預金比率25%/債券75% ⇒資料５

提言②運用上限を伸ばし、運用の選択肢を広げるべき
⇒資料６



資料５ 提言①運用収益向上のために「債券運用する金額を増やすことについて」

※今年度3月末に改定予定

【港区震災復興基金で検索】

〈検証ポイント〉
• 震災復興基金のそれぞれの項目が

本当に必要で効果的か精査
• 国等の財政調整措置・支援の内訳
• 他の23区の区の独自積み立て状況



運用期間の上限 

預金は原則１年までの期間とし、積立基金の運用は、各積
立基金の設置目的及び積 立て並びに取崩しの計画等を勘

案して、５年を上限に運用することができることとする。た
だし、公金管理の効率性を確保するため、５年を超える運
用も可能とし、その 場合は、委員会に諮り事前に承認を得
るものとする。
港区公金管理運用方針より

資料６ 提言②利回り向上のために「運用期間の上限を伸ばすことについて」

例）国債における利回り比較
   5年国債 利回り0.35%
 10年国債 利回り0.73%
20年国債 利回り1.44%
※2024年2月5日調べ

港区
運用
利回り

国東市
運用
利回り

国債
年限ごと
利回り

港区会計室資料より



資料７ 物価上昇について

2023年11月時事通信より

インフレ下では現預金は目減りする
⇒公金管理の在り方を根本的に見直す必要性が急浮上している

2024年4月末には
マイナス金利政策
修正の可能性も

22か月連続で
日銀の政策目標の
２％以上を達成中



資料８ 港区の基金運用の人員体制を強化することが急務

現状 改善策

⚫会計室の人員体制

➢ 会計管理者・会計室長兼任

➢ 基金運用だけでなく日々の
決済も行っている

⚫公金管理体制
➢ 外部公金管理アドバイザー

⇒3人
（うち2人公認会計士と税理士）

➢ 公金管理アドバイザー会議

⇒年2-3回

⚫公金管理体制
➢ 外部公金管理アドバイザー

⇒5人
（金融と運用のプロを登用すべき）

➢ 公金管理アドバイザー会議

⇒月1回に増加
⚫会計室の人員体制

➢ 兼任をやめ、それぞれ1名

➢ 新たに基金運用・管理
担当者を1名設置



資料９ 公金管理に関する研修について



現状 STEP1（益戸提言）

〈再掲〉資料１ 港区の基金運用プラン

〈現預金〉

約1100億円×0.018%
＝1800万円

〈債券運用〉

約900億円×0.1%
＝9000万円

〈現預金〉

約500億円×0.018%
＝約900万円

〈債券運用〉

約1500億円×1%

＝15億円

〈方法〉

運用上限の見直し
運用額の増額

STEP2（さいき案）

〈現預金〉

約500億円×0.018%
＝約900万円

〈債券運用〉

約1500億円×3%

＝45億円

〈方法〉

外国債の購入

短期的元本割れの許容
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